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政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 国勢調査については、引き続き精度の高いデータが得られるよう、国民意識や社会経済情勢

の変化、情報通信関連技術の進展等を踏まえ、調査方法の見直しを進めるとともに、国勢調

査の目的及び重要性について国民への周知を徹底すること。

二 公的統計に係る統計調査の実施に当たっては、あくまでその正確性、信頼性が確保されるこ

とを前提に、行政機関相互の密接な連携を図り、地方公共団体や独立行政法人等とも協力し

ながら、慎重な取り扱いと運用の透明性を確保しつつ、行政記録や情報通信技術の活用を図

ること等により、調査対象者の負担の軽減に努力すること。

三 オーダーメード集計や匿名データの提供を通じた統計データの利用促進に当たっては、デー

タ処理の委託の相手方における厳正な対応を確保することを含め、個人情報が本人の意図に

反して利用されることのないよう、調査票情報等の適正管理と秘密の保護に万全を期するこ

と。

四 公的統計の民間開放については、市場化テストの結果を踏まえ、公的統計に係る国民の信

頼の確保や民間における人材育成など統計作成能力の向上、行政の整理合理化等多角的な

観点から、独立行政法人統計センターの組織、業務等のあり方を含め、総合的に検討を進め

ること。

五 本法案においては、統計に関する司令塔機能が複数の組織に分立していることに鑑み、統計

委員会の組織の充実、十分な権限発揮等により、真の司令塔機能を確立すること。

六 地方公共団体による統計調査に係る総務大臣への届出規定の運用に際しては、地方分権の

推進を尊重し、地方公共団体の自主性を損なうことのないようにすること。
　右決議する。
